
懲 戒 処 分 に つ い て

北 海 道 教 育 委 員 会

令 和 ３ 年 ( 2 0 2 1 年 ) ３ 月 １ ８ 日 付

担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208

番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要

懲戒免職 令和２年２月、ホテルで、出会い系アプリを通じて知り合っ

旭川市 小学校 た18歳未満の女性に対し、現金を供与して性的行為を行った。

１ 同年４月、ホテルで、出会い系アプリを通じて知り合った別

の18歳未満の女性に対し、現金を供与して性的行為を行った。

教 諭 男 性 （48歳） 同年５月、ホテルで、Ｔwitterを通じて知り合った上記と別

の18歳未満の女性に対し、現金を供与して性行為を行った。

停職２か月 令和２年９月、量販店の駐車場に自校３年の女子生徒を呼び

道 東 高等学校 出し、自車内において、当該生徒と抱き合った。

２ （管理監督者：文書注意１名）

教 諭 男 性 （26歳）

減給１か月 上記２に係る事実確認を行う中で、道教委に対し適切な報告

道 東 高等学校 給 料 の を怠った。

３ 10分の１

校 長 男 性 （58歳）

戒 告 令和２年７月、授業中、大きな声で話しながら廊下を歩いて

釧路市 小学校 いた児童数名に指導を行った際、反抗した児童１名を別室に連

４ れて行こうとしたところ、当該児童が足を蹴るなどして暴れた

ことに感情的になり、右の平手で当該児童の頭頂部を１回たた

教 諭 女 性 （64歳） いた。


